
令和 5 年 7 月 31 日 

JATA 加盟各旅行会社 御中 

山形県観光文化スポーツ部観光復活推進課 

「乗って満喫！やまがたバス旅キャンペーン」の実施について 

 本県の観光振興及び本県への送客につきましては、日頃より御協力、御尽力をいた

だいておりますこと、厚く御礼申し上げます。 

 さて、この度、山形県では、山形県内の貸切バス等を活用した旅行商品の造成支援

事業として、下記のとおり新たに「乗って満喫！やまがたバス旅キャンペーン」を実

施することといたしましたので、お知らせ申し上げます。 

参加登録を御希望される場合は、下記の運営事務局あて御連絡ください。今後とも、

本県への一層の観光客の送客に御協力くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。 

記 

1. 事業名称 

「乗って満喫！やまがたバス旅キャンペーン」 

2. 事業目的 

県内観光需要は、全体としては、個人需要を中心に大きく戻っているが、バスやジャンボタ

クシーを利用した旅行商品の売上げについては、前年比では回復傾向にあるものの、コロナ前

との比較では大きく低下したままです。 

このため、貸切バスや貸切タクシーを利用した県内各観光地への旅行商品造成の促進を図

り、広く県内の各観光地・施設において観光消費が行われる取組みを実施するものです。 

3. 助成対象事業者 

旅行会社（旅行業登録のある者） 

4. 助成額 

旅行者１名につき、山形県内のバス等 1 日利用の場合 2,000 円 

〃            ２日利用の場合 4,000 円 

〃            ３日利用の場合 6,000 円（以下日数に応じて増） 

5. 助成要件（主なもの）※助成要件に関する詳細はマニュアルに記載しております。 

・山形県内交通事業者の貸切バス又は貸切タクシーを使用すること 

・県内観光立寄施設等(有料入場や館内飲食など消費行為が行われるものに限る)に１か所以上 

立寄ること 

6. 対象期間 

令和５年８月 21 日(月)から令和６年１月 31 日(水)までの旅行 

※ ８月 20 日以前に出発する旅行は対象外。 

※ 対象期間内でも予算が無くなり次第終了となります。 

7. 問合せ先 

(1)参加登録方法：参画事業者用サイトより登録申請書をダウンロードし、ご記入の上、 

運営事務局へ送付ください。 

(2)URL：https://yamagata-ryokououen.com/ 

参画事業者用サイトは準備中のため、やまがた旅割サイトへ掲載しております。 

(3)問合せ先：TEL 0570-088-190※当面の間は、旧旅割コールセンターと共用の電話番号となります。 

メール yamagata-bus-tabi@bsec.jp 

https://yamagata-ryokououen.com/

